
 

 

令和３年９月 17 日 
 
 

介護給付費等実態統計の訂正について 
 
 

標記について、統計表の一部に誤りがあり、下記のとおり訂正しました。 
 
 

記 
 
１ 訂正対象 
 
  （１）介護給付費等実態統計（月報）のうち、平成 30 年５月審査分～令和３年４月審査分 
  （２）令和元年度介護給付費等実態統計報告 
  （３）平成 30 年度介護給付費等実態統計報告 
 
 
２ 訂正内容 
 

対象統計表 （１）介護給付費等実態統計（月報） 
① 平成 30 年５月審査分～平成 31 年４月審査分 ： 第 15 表 
② 令和元年５月審査分～令和３年４月審査分   ： 第 13 表 

（２）令和元年度介護給付費等実態統計報告        ： 第 21～22 表 

（３）平成 30 年度介護給付費等実態統計報告      ： 第 21～22 表 

訂 正 箇 所 以下 【訂正箇所】 のとおり 

訂 正 日 令和３年９月 17 日 

 
 
 
 

厚生労働省政策統括官付社会統計室 

  



 

 

【訂正箇所】 
（１）介護給付費等実態統計（月報） 
     統計表「認知症対応型通所介護単位数・回数、要介護状態区分・事業所区分・所要時間別」のうち、 
     以下の部分 
     （該当統計表） 

① 平成 30 年５月審査分～平成 31 年４月審査分：第 15 表 
② 令和元年５月審査分～令和３年４月審査分  ：第 13 表 

 
（２）令和元年度介護給付費等実態統計報告 
（３）平成 30 年度介護給付費等実態統計報告       
     統計表第 21 表「認知症対応型通所介護単位数、事業所区分・所要時間・要介護状態区分別」 
     のうち、以下の部分 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

共通 

介護給付費等実態統計 XX年X月審査分
月報第XX表　認知症対応型通所介護単位数・回数，要介護状態区分・事業所区分・所要時間別
注：１）　事業所からの請求時点の数値を集計している。
　　２）　基本算定項目のうち、所要時間別区分が可能なものについて集計している。
　　３）　総数には、月の途中で要介護から要支援に変更となった者を含む。

単位数（単位：千単位） 回数（単位：千回）
総数 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 総数 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

認知症対応型通所介護
 　２時間以上～３時間未満
 　３時間　　～４時間
 　４時間　　～５時間
　　・
　　・
　　・
 　単独型
　　　・
　　　・
　　　・
 　併設型
　　　・
　　　・
　　　・
 　共用型
    　２時間以上～３時間未満
    　３時間　　～４時間
    　４時間　　～５時間
　　　・
　　　・
　　　・

XX年度　介護給付費等実態統計報告　XX年5月審査分～XX年4月審査分　（単位:千単位）
統計表第２１表　認知症対応型通所介護単位数，事業所区分・所要時間・要介護状態区分別
注：１）　事業所からの請求時点の数値を集計している。
　　２）　基本算定項目のうち、所要時間別区分が可能なものについて集計している。
　　３）　総数には、月の途中で要介護から要支援に変更となった者を含む。

総数 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５
認知症対応型通所介護
 　２時間以上～３時間未満
 　３時間　　～４時間
 　４時間　　～５時間
　　・
　　・
　　・
 　単独型
　　　・
　　　・
　　　・
 　併設型
　　　・
　　　・
　　　・
 　共用型
    　２時間以上～３時間未満
    　３時間　　～４時間
    　４時間　　～５時間
　　　・
　　　・
　　　・



 

 

 
    統計表第 22 表「認知症対応型通所介護回数、事業所区分・所要時間・要介護状態区分別」のうち、 

以下の部分 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

XX年度　介護給付費等実態統計報告　XX年5月審査分～XX年4月審査分　（単位:千回）
統計表第２２表　認知症対応型通所介護回数，事業所区分・所要時間・要介護状態区分別
注：１）　事業所からの請求時点の数値を集計している。
　　２）　基本算定項目のうち、所要時間別区分が可能なものについて集計している。
　　３）　総数には、月の途中で要介護から要支援に変更となった者を含む。

総数 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５
認知症対応型通所介護
 　２時間以上～３時間未満
 　３時間　　～４時間
 　４時間　　～５時間
　　・
　　・
　　・
 　単独型
　　　・
　　　・
　　　・
 　併設型
　　　・
　　　・
　　　・
 　共用型
    　２時間以上～３時間未満
    　３時間　　～４時間
    　４時間　　～５時間
　　　・
　　　・
　　　・


